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選択的評価事項Ｂ 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点Ｂ－１－①： 高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生

以外に対する教育サービスが計画的に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

本校が教育以外に掲げる独自の目的のうち中期計画から教育サービスに関するものを資料Ｂ－１－

①－１に示す。 

資料Ｂ－１－①－１ 

「教育サービスの目的」 

３．社会との連携，国際交流に関する事項 

①地域の産業界からの技術相談，共同研究への対応（テクノセンター等を含む。） 

 略 

②共同研究・受託研究の成果公開 

 略 

③生涯教育としての公開講座の実施 

・企業における技術者及び一般社会人を対象とした各種公開講座を行うための学内組織の体制を整え，

実施する。 

・適宜アンケートをとり７割以上の満足率達成を目指す。 

○地域社会との連携・協力，社会サービス等 

・社会人が必要とする技術教育分野について調査し，社会人向け講座（遠隔授業を含む。）を開講す

る。 

・地域の公的機関等の委員会・審議会等の委員として教員を積極的に参画させる。 

・地域社会の教育に貢献する。 

毎年サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）等に教員及び学生を派遣する。 

・社会人向けリカレント教育体制の整備を図る。 

平成17～20年度：リカレント教育体制として，夜間開放講座の開設を検討する。 

・地域のニーズに応じた公開講座を開催する。公開講座開設数は年８講座以上開催する。 

毎年，以下の講座の開講・講師派遣依頼に積極的に応じる。 

企業向け公開講座，中学生向けの「ものづくり教室」，中学校へ出前講座，情報処理に関する講座の 

講師派遣，岐阜県等が開催する研修会へ講師を派遣する。 

平成17～20年度：社会人向け公開講座を実施する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校中期計画） 
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各学科で実施している公開講座の一覧を資料Ｂ－１－①－２に示す。 

資料Ｂ－１－①－２ 

「平成17年度公開講座の一覧」 

 

 

（出典 庶務課資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校を対象として出前授業を実施している。毎年，教務会議から教員に依頼し，計画的に実施し

ている。その案内を資料Ｂ－１－①－３に示す。テーマは一部である。 
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資料Ｂ－１－①－３ 

「平成17年度出前授業の案内」 

 

（出典 ホームページ） 

正規課程の学生以外へのサービスとして科目等履修生を受け入れることができるよう規程を定めて
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いる。科目等履修生の規程を資料Ｂ－１－①－４に示す。 

資料Ｂ－１－①－４ 

「科目等履修生規程」 

岐阜工業高等専門学校科目等履修生規程 

制定平成５年３月１７日 

最終改正平成１７年８月２４日 

（趣旨） 

第１条岐阜工業高等専門学校学則第５０条の規定に基づき，科目等履修生に関し必要な事 

項は，この規程の定めるところによる。 

（入学資格） 

第２条科目等履修生として入学できる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校を卒業した者 

二 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると校長が認めた者 

（入学の時期） 

第３条科目等履修生の入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

（入学志願の手続） 

第４条科目等履修生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて 

入学の１４日前までに校長に願い出なければならない。 

一 科目等履修生入学願書（別紙様式第１号） 

二 履歴書 

三 最終出身学校の卒業又は修了（いずれも見込みを含む。）証明書 

四 現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 

（入学者の選考） 

第５条入学者の選考は，面接試験又はその他の方法により行う。 

（入学の許可） 

第６条前条の選考に合格した者は，所定の期日までに入学料を納付し，所定の書類を提出 

しなければならない。 

２ 校長は，前項の手続きを完了した者に入学を許可する。 

３ 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければ 

ならない。 

（指導教員） 

第７条校長は，科目等履修生に対し，履修に関する必要な指導助言を与えるため，指導教 

員を定める。 

（履修期間） 

第８条科目等履修生の履修期間は，当該年度内とする。ただし，科目等履修生の願い出に 

より，校長が必要と認めるときは，１年に限りその期間を延長することができる。 

２ 前項ただし書きによる履修期間の延長を希望する者は，履修期間延長願（別紙様式第３ 

号）を校長に提出しなければならない。 

（履修科目） 
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第９条科目等履修生が履修できる科目は，校長が本校の教育研究上支障がないと認める科 

目とする。 

２ 科目等履修生が履修できる科目は，別に定める。 

（授業料の納付） 

第１０条科目等履修生の授業料は，所定の期日までに，履修する科目に係る金額を納付し 

なければならない。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

（授業料，入学料及び検定料） 

第１１条授業料，入学料及び検定料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における 

授業料その他の費用に関する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第 

３５号）の定めるところによる。 

２ 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。 

（職業の従事） 

第１２条科目等履修生が職業に従事又は転職した場合は，その旨を校長に届け出なければ 

ならない。 

（単位修得の認定） 

第１３条科目等履修生が，履修した科目を修得した場合は，所定の単位を認定する。 

２ 校長は，単位を認定した者から願い出があったときは，その認定科目につき，単位修得 

証明書（別紙様式第４号）を交付する。 

（退学） 

第１４条科目等履修生が履修期間満了前に退学しようとするときは，指導教員の承諾を得 

て退学願を校長に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 校長は，この規程に違反した者，若しくは指導教員の指示に従わない者又は，疾病等や 

むを得ない事情により成業の見込みのない者に対して，退学を命ずることがある。 

（他の規定等の準用） 

第１５条この規程に定めるもののほか必要な事項は，学則等学内諸規定を準用する。 

（雑則） 

第１６条この規程に定めるもののほか，科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

 

（出典 規則集） 

正規課程の学生以外へのサービスとして研究生を受け入れている。研究生の規程を資料Ｂ－１－①

－５に示す。 

資料Ｂ－１－①－５ 

「研究生規程」 

岐阜工業高等専門学校研究生規程 

制定昭和５８年３月１日 

最終改正平成１７年８月２４日 

（趣旨） 

第１条岐阜工業高等専門学校学則第４８条の規定に基づき，研究生に関し必要な事項は， 
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この規程の定めるところによる。 

（入学資格） 

第２条研究生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等専門学校を卒業した者 

二 高等専門学校を卒業した者と同等以上の研究能力及び学力があると校長が認めた者 

（入学の時期） 

第３条研究生の入学は，学年又は学期の始めとする。 

（志願手続） 

第４条研究生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて入学の 

１４日前までに，校長に願い出なければならない。 

一 研究生入学願書（別紙様式第１号） 

二 履歴書 

三 最終学校の卒業又は修了（いずれも見込みを含む。）証明書 

四現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 

（入学者の選考及び入学許可） 

第５条前条の入学志願者について面接試験その他により選考する。選考の結果合格した者 

は，所定の期日までに入学料を納付しなければならない。 

２ 校長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

３ 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければ 

ならない。 

（指導教員） 

第６条校長は，研究生に対し，研究に関する指導助言を与えるため，指導教員を定める。 

（研究期間） 

第７条研究生の研究期間は，当該年度内とする。ただし，研究生の願い出により，校長が 

必要と認めるときは，１年に限りその期間を延長することができる。 

２ 前項ただし書きによる研究期間の延長を希望する者は，研究期間延長願（別紙様式第３ 

号）を校長に提出しなければならない。 

（授業料の納付） 

第８条研究生の授業料は，前期及び後期の２期に区分し，前期にあっては４月，後期にあ 

っては１０月に納入するものとする。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

（授業科目） 

第９条研究生は，指導教員の指導により，校長が必要と認めるときは，授業科目担当教員 

の承諾を得て，その授業に出席することができる。 

（研究報告） 

第１０条研究生は，その研究が終了したときは，研究報告書を指導教員を経て，校長に提 

出しなければならない。 

２ 研究成果等の証明は，本人の願い出により，教務会議の議を経て発行する。 

（実験及び実習費） 
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第１１条研究に必要な実験及び実習等（消耗品）の費用は，研究生の負担とする。 

（授業料，入学料及び検定料） 

第１２条授業料，入学料及び検定料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における 

授業料その他の費用に関する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第 

３５号）の定めるところによる。 

２ 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。 

（職業の従事） 

第１３条研究生が職業に従事又は転職した場合は，その旨を校長に届け出なければならな 

い。 

（退学） 

第１４条研究生は，研究期間満了前に退学しようとするときは，指導教員の承諾を得て退 

学願を校長に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 校長は，この規程に違反した者，若しくは指導教員の指示に従わない者又は疾病その他 

やむを得ない事情により，成業の見込みがない者に対しては，退学を命ずることがある。 

（その他） 

第１５条この規程に定めるもののほか，必要な事項は，学則等学内諸規定を準用する。 

（出典 規則集） 

正規課程の学生以外へのサービスとして聴講生を受け入れることができるよう規程を定めている。聴

講生の規程を資料Ｂ－１－①－６に示す。 

資料Ｂ－１－①－６ 

「聴講生規程」 

岐阜工業高等専門学校聴講生規程 

制定昭和５８年３月１日 

最終改正平成１７年８月２４日 

（趣旨） 

第１条岐阜工業高等専門学校学則第４９条の規定に基づき，聴講生に関し必要な事項は， 

この規程の定めるところによる。 

（入学資格） 

第２条聴講生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校を卒業した者 

二 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると校長が認めた者 

（入学時期） 

第３条聴講生の入学は，学年又は学期の始めとする。 

（入学の出願） 

第４条聴講生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて入学の 

１４日前までに，校長に願い出なければならない。 

一 聴講生入学願書（別紙様式第１号） 

二 履歴書 

三 最終学校の卒業又は修了（いずれも見込みを含む。）証明書 
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四 現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 

２ 聴講生が聴講できる科目は，実験実習以外の科目とする。 

（入学者の選考及び入学許可） 

第５条前条の入学志願者について，面接試験その他により選考する。選考の結果合格した 

者は，所定の期日までに入学料を納付しなければならない。 

２ 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければ 

ならない。 

（指導教員） 

第６条校長は，聴講生に対して聴講に関する指導助言を与えるため，指導教員を置くこと 

ができる。 

（聴講期間） 

第７条聴講生の聴講期間は，当該年度内とする。ただし，聴講生の願い出により，校長が 

必要と認めたときは，１年に限りその期間を延長することができる。 

２ 前項ただし書きによる聴講期間の延長を希望する者は，聴講期間延長願（別紙様式第３ 

号）を校長に提出しなければならない。 

（授業料の納付） 

第８条聴講生の授業料は，所定の期日までに聴講する科目に係る全額を納付しなければな 

らない。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

（授業料，入学料及び検定料） 

第９条授業料，入学料及び検定料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における授 

業料その他の費用に関する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３ 

５号）の定めるところによる。 

２ 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。 

（履修証明書） 

第１０条聴講生には，願い出により，聴講した科目の履修証明書を交付することができる。 

（職業の従事） 

第１１条聴講生が職業に従事又は転職した場合は，その旨を校長に届け出なければならな 

い。 

（退学） 

第１２条聴講生が聴講期間満了前に退学しようとするときは，指導教員の承諾を得て退学 

届を校長に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 校長は，この規程に違反した者，若しくは指導教員の指示に従わない者又は疾病その他 

やむを得ない事由により成業の見込みがない者に対して退学を命ずることがある。 

（その他） 

第１３条この規程に定めるもののほか必要な事項は，学則等学内諸規定を準用する。 

（出典 規則集） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の目標の一つに教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成がある。中期目標にも掲
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げており，教育サービスの目的は地域貢献と明確にしている。また，公開講座，出前授業については

具体的な方針・計画をホームページで公開し，公開講座は中学生の参加を想定して夏休みに，出前授

業は中学校と日程を詳細に打ち合わせて計画的に実施している。また，中学生以外に，工業高校の教

員を対象としたスキルアップ講座や一般を対象とした教養講座も開催している。科目等履修生，研究

生及び聴講生の受け入れのための規程も整備し，受け入れ体制を整え，研究生については観点Ｂ－１

－②に示すように実績がある。 

以上のように，高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生以外

に対する教育サービスを計画的に実施している。 

 

観点Ｂ－１－②： サービス享受者数やその満足度等から判断して，活動の成果が上がっているか。

また，改善のためのシステムがあり，機能しているか。 
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（観点に係る状況） 

公開講座のアンケート項目を資料Ｂ－１－②－１に示す。 

資料Ｂ－１－②－１ 

「公開講座アンケート項目」 
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「公開講座アンケート結果」 

 

（出典 庶務課資料） 
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出前授業の実施状況を資料Ｂ－１－②－２に示す。 

 

 

資料Ｂ－１－②－２ 

「出前授業実施状況」 

 

（出典 ホームページ教務掲示板） 



岐阜工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

－646－ 

 

出前授業のアンケート項目を資料Ｂ－１－②－３に示す。 

資料Ｂ－１－②－３ 

「出前授業のアンケート項目」 

 

（出典 出前授業配布資料） 

 



岐阜工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

－647－ 

出前授業のアンケート結果を資料Ｂ－１－②－４に示す。 

資料Ｂ－１－②－４ 

「出前授業アンケート結果」 

 

（出典 教務会議資料） 

 



岐阜工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

－648－ 

出前授業のアンケート結果を受けた改善案を資料Ｂ－１－②－５に示す。 

資料Ｂ－１－②－５ 

「出前授業アンケート結果に基づく改善案」 

・出前講座 

  計画 

   資料 出前―１の計画で中学校に案内を送り，実施予定を問い合わせた。あわせてホームページに

掲載した。 

  実施 

   資料 出前―２のように実施した。昨年度より若干開催数が減った。 

   点検 

   アンケート結果（資料 出前―３）からはおおむね満足できる結果であるが，昨年度に比べ厳しい

意見もあった。担当者からの実施報告書（資料 出前―４）からも，やりにくい旨が報告された例

もある。 

   入試関係の報告でもあったように，進路説明会とＯＢ訪問あるいは進路説明会と出前の組み合わせ

は効果的であるので，出前授業をＰＲする必要がある。 

  改善案 

   中学校で実際に実演できるテーマを教員に依頼する。 

   4 月・5 月に早めに中学校訪問を実施し，ＰＲする。 

 

（出典 スパイラルアップ会議資料より抜粋） 

 

資料Ｂ－１－②－６に平成17年度の研究生を示す。 

資料Ｂ－１－②－６ 

「研究生一覧」 

 

不開示資料 

 

（出典 平成17年度研究生報告書） 

 

 

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

－649－ 

資料Ｂ－１－②－７に報告書の一例を示す。 

資料Ｂ－１－②－７ 

「報告書の一例（抜粋）」 

 

（出典 平成17年度研究生報告書より抜粋） 

 

 



岐阜工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

－650－ 

（分析結果とその根拠理由）  

アンケートに見るように成果が上がっている。アンケート結果は教務会議や学科会議で検討し改善

するスパイラルアップシステムがある。改善案が提示されており，システムは機能している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

   出前授業に関して多くの実績があり，成果を上げている。 

（改善を要する点） 

   特になし。 

 

（３）選択的評価事項Ｂの自己評価の概要 

本校の目標の一つに教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成がある。中期目標にも掲

げており，教育サービスの目的は地域貢献と明確にしている。また，公開講座，出前授業については

具体的な方針・計画がホームページで公開し，公開講座は中学生の参加を想定して夏休みに，出前授

業は中学校と日程を詳細に打ち合わせて計画的に実施している。また，中学生以外に，工業高校の教

員を対象としたスキルアップ講座や一般を対象とした教養講座も開催している。 

以上のように，高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生以外

に対する教育サービスを計画的に実施している。 

アンケートに見るように成果が上がっている。アンケート結果は教務会議や学科会議で検討し改善

するシステムがある。改善案が提示されており，システムは機能している。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

 目的の達成状況が良好である。 


